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中身を充填

容器を製造
中身を充填

あなたの再商品化義務を確認してみましょう。

こんなとき誰が「特定事業者」に？

容器包装リサイクル法で定められた「特定事業者」には、再商品化義務が発生します。
では、対象となる商品を扱うどの段階の事業者が、「特定事業者」となるのでしょうか？　具体例で紹介します。

プラスチックフィルムを原反で購入した食品メーカ

ーが、工場内でそれをもとに成型した袋に食品を入

れて商品化した場合、食品メーカーは特定容器利用

事業者と特定容器製造等事業者になります。なお、包

材メーカーがプラスチックフィルムをカットや印刷

した場合は、それが容器として使用されることを承

知して販売したことになるので、この場合は包材メ

ーカーが特定容器製造等事業者になります。

食品メーカーがフィルムの原反を購入、自社で袋にして中身を充填、その商品を販売（インプラントの場合）

包材メーカー 食品メーカー 小売業者

プラスチック
フィルムの
原反を購入

商品を販売

特定容器利用事業者

特定容器製造等事業者

製造受託メーカーは、充填することだけを受託して

いることになります。実質的に容器を決め、それを用

いたのは食品メーカーとなるので、食品メーカーが

特定容器利用事業者となります。

食品メーカーが容器を購入、中身の充填を委託して、その商品を販売（委託関係のある場合）

包材メーカー 食品メーカー

製造受託メーカー

小売業者

容器を購入 商品を販売

特定容器製造等事業者 特定容器利用事業者

容器について小売業者から素材や構造、自己の商標

を使用するなどPB製品の製造の指示があった場合は、

小売業者が特定容器利用事業者、包材メーカーが特

定容器製造等事業者として再商品化の義務を負います。

食品メーカーが容器を購入、中身を充填して、その商品を販売（容器に小売業の指示がある場合）

包材メーカー 食品メーカー 小売業者

容器を購入

商品を販売

PB製品の
製造を委託

特定容器利用事業者特定容器製造等事業者

中身を充填容器包装をした事業者が容器包装についての再商品

化義務を負います。食品メーカーが特定容器利用事

業者、包材メーカーが特定容器製造等事業者になり

ます。容器包装された商品を仕入れ、そのまま販売す

る小売業者は特定事業者にはなりません。なお、販売

時にレジ袋や包装紙を使用した場合は、それらの容

器包装に再商品化義務が発生します。

食品メーカーが容器を購入、中身を充填して、その商品を販売

包材メーカー 食品メーカー 小売業者

容器を購入 商品を販売

特定容器製造等事業者 特定容器利用事業者

成果物の引渡容器供給・充填指示

ホームページアドレス　http://www.shokusan.or.jp/kankyo/

Q1.

Q2.

Q3. Q3.

次のいずれかの事業に携わっていますか？

従業員数21人以上 または
年間総売上が2億4,000万円を
超えていますか？

従業員数6人以上 または
年間総売上が7,000万円を
超えていますか？

●農林漁業　●製造業　●卸売業　●小売業　●輸入業　●飲食店　●サービス業　

●民法34条に規定する法人

Q4. 次のいずれかの行為を行っているか、あるいは他者に委託していますか？

Q5. 最終的に家庭からゴミとして排出されるものがありますか？

Q8. 関係する容器・包装は、中身商品と分離したときに不要となり、捨てられるものですか？

Yes

NoQ7. 関係する容器・包装は、商品や商品の付属品を入れたりつつんだりするものですか？

●商品の製造段階で容器や包装を使っている ●商品の販売段階で新たに容器や包装で包んでいる

●容器・包装に入った商品を輸入している ●容器を製造または輸入している

売上高が最も大きな事業は、A・Bのうち、どちらに含まれますか？

製造業等
（農林漁業、製造業、民法34条に規定する法人）

特
定
事
業
者
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

No

卸売り・小売り・サービス業
（卸売業、小売業、輸入業、飲食店、サービス業）

他者に委託している

特定事業者に該当し、再商品化義務が生じます

Q6. 関係する容器・包装は、次の素材からできていますか？
●ガラス製　●PET製　●プラスチック製　●紙製　●これらの複合素材

Q9. 以上の行為について、次のいずれに該当しますか？
自ら行っている 他者から委託されて行っている

右ページを参考にしてください

特定事業者判定チェック


